
　町では、会計年度任用職員の希望者を職種別で登録し、必要に応じて登録者の中から選考を行い、任用す
る「紀宝町会計年度任用職員登録制度」を実施しています。
　会計年度任用職員とは、地方公務員法第 22 条の２に基づき、任期を１会計年度内として任用される一
般職非常勤職員です。

登録職種や手続きなどは、以下のとおりですので、登録を希望される方は、役場総務課に必要書類を提
出し、登録手続きを行ってください。

役場や出先機関で非常勤の職員として働いてみませんか？

会計年度任用職員登録制度に登録しませんか

Information　役場総務課

登録職種 必要な要件

❶一般事務職 パソコンの操作ができる方

❷保育士・保育補助員　❸幼稚園講師 資格を有する方、または任用までに取得見込みの方
＊❷の保育補助員は、必要な資格はありません

❹教育支援要員 ＊必要な資格はありません

❺介護支援専門員　❻社会福祉士 資格と自動車運転免許（普通）を有し、パソコンの操作ができる方

❼保健師　❽看護師・准看護師
❾管理栄養士・栄養士　�歯科衛生士 資格を有する方、または任用までに取得見込みの方

�用務員（校務員）�管理人 ＊必要な資格はありません

�調理師 資格を有する方、または任用までに取得見込みの方

�調理補助員 ＊必要な資格はありません

�給食センター運転手兼調理補助員 自動車運転免許（準中型）を有する方　＊調理師資格は不要です

�清掃作業員 自動車運転免許（準中型）を有する方、３トン車の運転ができる方

�運転手 自動車運転免許（中型１種）を有する方

�施設管理士 ＊必要な資格はありません

◆任用条件
・勤務時間…正規職員の１週間あたりの勤務時間
（38 時間 45 分）より短い時間で、任命権者が
定める勤務時間　

・任用期間…１年以内
・その他…町会計年度任用職員の任用、勤務条

件および身分取扱いに関する規程による

▶詳しくは、町ホームページ（https://www.
town.kiho.lg.jp/government/
personnel/temporary/）をご確
認いただくか、役場総務課（☎３
３―０３３３）までお問い合わせ
ください。

◆登録手続き
　次の書類に必要事項を記入のうえ、役場総務
課まで提出してください。
　・登録申込書（役場所定の様式。役場総務課窓
　　口または町ホームページにて入手可能）
　・資格（免許）証の写し（❷・❸・❺～�・�・
　　�～�の職種）
◆登録受付期間
　随時、受け付けています。
※令和８年４月１日からの任用への選考を希望　
　される方は、１月 30 日（金）までに登録手　
　続きを済ませてください。
◆登録期間
　登録の日から２年間　 町 HP

町の未来を決める大切な一票

１月 25 日は、紀宝町長選挙および
紀宝町議会議員補欠選挙の投票日です !!

Information　町選挙管理委員会

　任期満了（令和８年２月４日）に伴う「紀宝町長選挙」および同日執行の「紀宝町議会議員補欠選挙」
は、１月 20 日（火）に告示、１月 25 日（日）が投票日です。町の未来を決める大切な一票です。
棄権せず自らの意思で投票しましょう。

投票区 投票所の名称 投票時間
第１ 桐原生活改善センター 午前７時～午後６時
第２ 高齢者生産活動センター（平尾井） 午前７時～午後７時
第３ 大里多目的集会施設 午前７時～午後７時
第４ 高岡防災センター 午前７時～午後７時
第５ 鮒田構造改善センター 午前７時～午後７時
第６ 北檜杖多目的集会施設 午前７時～午後６時
第７ 旧矢渕中学校浅里分校 午前７時～午後６時
第８ 中村多目的集会施設 午前７時～午後７時
第９ 成川生活改善センター（下地） 午前７時～午後７時
第 10 神内構造改善センター 午前７時～午後７時
第 11 上野農事集会所 午前７時～午後７時
第 12 井田公民館 午前７時～午後７時
第 13 鵜殿地域交流センター 午前７時～午後７時

　　

立候補届出事前審査および届出受付を行います

◆立候補届出事前審査
【日時】１月 13 日（火）　
①補欠選挙　午前９時 30 分～正午
②町長選挙　午後１時 30 分～午後５時

【場所】役場２階　大会議室

◆立候補届出受付
【日時】１月 20 日（火）　
　　　 町長選挙および補欠選挙ともに、   
　　　 午前８時 30 分～午後５時

【場所】役場２階　大会議室

　以下の日程で事前審査および届出受付を行いますので、立候補を予定している方は、ご参加ください。

◆投票できる方
　紀宝町の選挙人名簿に登録された平成 19 年１
月 26 日以前に生まれた日本国民で、令和７年
10 月 19 日以前から引き続き３か月以上、紀宝
町に住民票がある方（※投票日までに町外に住所
を移した場合には、投票できません。）

◆投票時間
　投票所により閉鎖する時刻が異なりますので、
ご注意ください。

◆開票の日時・場所
【日時】１月 25 日（日） 　午後８時 10 分から
【場所】まなびの郷

◆期日前投票
　投票日当日に仕事や旅行などで投票できない予
定の方は、「期日前投票」ができます。
　【期間】１月 21 日（水）～ 24 日（土）
　　　　 午前８時 30 分から午後８時まで
　【場所】鵜殿地域交流センター

◆不在者投票
　入院または施設に入所されている方、身体に重度
の障がいのある方、仕事や学校などで町外に住んで
いる方は、以下のとおり「不在者投票」ができます。
・病院や施設での不在者投票
　　指定された病院や施設に入院（入所）中の方

は、その施設内で投票できます。院長または施
設長にお申し出ください。

・郵便による不在者投票
　　身体に重度の障がいのある方で、要件を満た

して「郵便投票証明書」の交付を受けた方は、
自宅で投票ができます。

・滞在地での不在者投票
　　紀宝町に住所があり選挙人名簿に登録されて

いる方のうち、町外に滞在している方は、事前
に請求をすれば、滞在先の市区町村の選挙管理
委員会で投票ができます。

※告示日前から請求ができますので、不在者投票を利用
される方は、早めの請求および投票をお願いします。

▶詳しくは、町選挙管理委員会（役場総務課内☎
３３ー０３３３）までお問い合わせください。
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